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令和４年１月21日
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・水道事業の目的は、水道法第１条で規定されて

います。

◎水道法第一条　　この法律は、水道の布設及び

管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道

の基盤を強化することによって、清浄にして豊富

低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と

生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

ていれん
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水道

水道事業 上水道

簡易水道

給水人口5,001人以上

給水人口5,000人以下

水道用水供給事業 水道事業者に用水(浄水)を供給する事業

専用水道

貯水槽水道

その他の水道

簡易専用水道(10m3を超える)

小規模貯水槽水道(10m3以下)

飲料水供給施設

工業用水道施設

その他

自家用の水道(給水人口100人以上及び政令で定める1日最大給
水量が基準以上)

受水槽にため
て供給する

給水人口50人以上100人以下

・給水対象者や施設規模によりさまざまな水道が

あります。
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水 道 事 業

公　営　企　業

経　　費

負担の明確化

経　　営

独立採算制

会　　計

特別会計

地方財政法第6条

地方財政法施行令第46条

官公庁会計

経理区分

企業会計

経理区分

地方公営企業法の適用

市町村が経営

する企業 
公営企業の経営⇒

地方財政法施行令第46条：
一 水道事業　　　二 工業用水道事業
三 交通事業　　　四 電気事業
五 ガス事業　　　六 簡易水道事業
七 港湾整備事業　八 病院事業
九 市場事業　　　十 と畜場事業

十一 観光施設事業　
十二 宅地造成事業
十三 公共下水道事業
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官公庁会計と企業会計では、会計方式が異なります。
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• 昭和２４年に旧海軍航空隊富高飛行場の給水施設
の払い下げを受けて補修改良し、昭和25年４月に
給水を開始
（計画給水人口10,000人、計画一日最大給水量
10,000ｍ3/日）

• その後、６次にわたる拡張事業を実施し、現在は計
画給水人口56,900人、計画一日最大給水量
30,690ｍ3/日とする上水道事業を経営

• 上水道事業のほか、東郷地区簡易水道事業も経営
（計画給水人口3,230人、計画一日最大給水量
1,760ｍ3/日）
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給水区域図

10

普及率
98.9％

普及率
99.5％

11

水道施設の概要と役割

12

権現原浄水場施設配置

３系浄水施設
（S58年整備）

取水施設

２系浄水施設（S49年整備）
１系浄水施設（S4４年整備）

汚泥処理施設

管理棟

電気棟

⇦　富島幹線用水路　
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機械脱水機

原水

混和池 フロック形成池 沈澱池
ろ過池 浄水池

凝集剤（ＰＡＣ） 次亜塩素酸ソーダ

濃縮槽

着水井

配水池

濁りを固める
薬品です

消毒するための
薬品です

薬品をまぜる

ところ

濁りなどを大き

なかたまりにす
るところ

濁りのかたまり

をゆっくりと沈
めるところ

沈澱池で沈まな

かった濁りを取り
除くところ

水道水をため

るところ

泥を濃くする
ところ

布ベルトで泥を

脱水するところ

返送

浄水場に最初に水

がつくところ

浄水処理フロー図
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水質検査室

中央監視室
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配水池・ポンプ施設
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ダクタイル鉄管

配水用ポリエチレン管
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53,500人

54,000人

54,500人

55,000人

55,500人

56,000人

56,500人

57,000人

57,500人

58,000人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
18,000㎥

18,500㎥

19,000㎥

19,500㎥

20,000㎥

20,500㎥

21,000㎥給水人口及び有収水量

給水人口 有収水量

• 給水人口、有収水量ともに減少している

有収水量 ： 料金収納の対象となった水量
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• 「収入」が「支出」を上回っているが、「収入」は給水
人口の減少により年々減少
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収益的収支の推移

1,124,724 1,127,245 1,136,918 1,136,115 1,117,863

937,982 970,262

1,061,196
1,013,290

967,531

186,742 156,983
75,722

122,825 150,332

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H.28 H.29 H.30 R.1 R.2

金
額

（
千

円
）

収益的収入 収益的支出 純利益

• 企業債残高は年々減少

• 資金残高は更新需要の増大とともに減少

24

3,749,589
3,502,856

3,247,673
3,096,464

2,950,057

1,020,392 924,983
758,087 703,440 790,273

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

H.28 H.29 H.30 R.1 R.2

金
額

（
千

円
）

企業債残高 資金残高

企業債残高と資金残高の推移
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• 一般用水道料金は口径別に区分

• いずれの口径も10ｍ3までは基本料金に含まれる

• 超過した水量は徐々に単価が増加する逓増型

26

現行の水道料金表

てい

水道超過料金（基本水量を１立方メートル増すごとに）

超過水量
10立方メートルを超
え20立方メートルま

で

20立方メートルを超
え40立方メートルま

で

40立方メートルを超
え100立方メートル

まで

100立方メートルを

超えるとき

超過料金 121円 154円 198円 209円

水道基本料金（基本水量１０立方メートルまで）

口　径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm

金　額 1,100円 1,100円 1,100円 2,970円 4,730円 7,260円
14,850

円
22,990

円

• その他に船舶用、臨時用、私設消火栓用がある

• 手数料などは給水工事に関わる申請時に納付
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現行の水道料金表

手数料（１戸につき）

項　目 工事設計審査
工事しゅん工検査

流末装置検査
～20mm 25～40mm 50mm～

金　額 500円 3,000円 6,000円 9,000円 500円

水道メーター負担金（メーター口径別）

口　径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm

金　額 33,000円 88,000円 165,000円 264,000円 583,000円 1,045,000円 3,036,000円 6,479,000円

船舶給水 臨時給水 私設消火栓

1立方メートルにつき
400円

1立方メートルにつき
300円

1立方メートルにつき
300円

現行の手数料など
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平均 2,954円

2,310円

20ｍ3使用時の水道料金の比較（税込み）

急速ろ過施設を
有する市町村

• 県内上水道事業の中では安価
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30出典 ： 国立社会保障・人口問題研究所は「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

人口推計 61,761人 59,759人 57,324人 54,590人 51,704人 48,639人 45,498人

人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

• 人口は年々減少していく

• 給水人口、有収水量ともに減少し続けることを想定
している

31

給水人口と有収水量の予測結果
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企業債残高と資金残高の試算結果

• 資金残高が年々減少

適正と考えられる「資金残高」は
給水収益の『６か月から１年分』
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現　在

将　来

老朽化対策 耐震化

人口減 ≒ 料金収入減

でも、必要な維持費用は
　あまり変わらない

維持費用など

維持費用など

老朽化対策や耐震化の需要は増える。

■このままでは、水道事業の運営が成り立たず、
■いかにして事業の持続性を確保するかが今後の課題

34

これまでは･･ いまは･･ これからは・・

• 給水人口の減少により、浄水場や水道管を支える
人が減っていく
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　　①施設老朽化の進行

　　②大規模地震（南海トラフ巨大地震）対策

　　③計画的な更新実施のための備え

　　④水道事業経営の健全性及び持続性

　　１．漏水事故が多発する路線を重点的に更新及び耐震化工事

　　２．基幹管路の更新及び耐震化工事

　　３．権現原浄水場の耐震診断及び更新計画の策定

　　４．浄水場及び各ポンプ場の施設延命化に係る工事

　　５．日向市水道ビジョンの策定及び経営診断の実施


